
令和7年2月26日 

仙台市水道局 

                                   

 

  

「仙台市水道局発注工事の現場代理人、主任技術者等の兼務等について」の改正について(お知らせ) 

 

令和7年2月1日から施行された建設業法、同施行規則及び監理技術者制度運用マニュアルの改正に

より、本市水道局の取扱いについて下記のとおり改正しましたのでお知らせいたします。 

詳細は「仙台市水道局発注工事の現場代理人、主任技術者等の兼務等について」をご確認ください。 

 

記 

 

1．改正概要 

 (1)現場代理人について 

   ①兼務の金額要件を、主任技術者等にあわせ以下の通り改正する。 

    旧：4,000 万円（建築一式の場合は8,000 万円） 

    新：4,500 万円（建築一式の場合は9,000 万円） 

   ②兼務可能な工事の発注機関を、主任技術者等にあわせ以下の通り改正する。 

    旧：本市（企業局含む）発注 の工事請負契約 

    新：国、県、本市（企業局含む）を含む県内市町村発注の工事請負契約 

  

(2)主任技術者等について 

   別紙「技術者制度の改正概要」のとおり 

 

 (3)様式の改正等について 

  ①改正制度等に対応するため、現場代理人等通知書及び各兼務届出書の参考様式を改正しました。 

  ②今回新設される制度の、専任特例1号を活用する場合等に必要な人員の配置を示す計画書の参考

様式を定めました。 

 

2．適用年月日 

 令和7 年2 月1 日 ※発注済みの案件にも適用可能ですので、発注担当課へご相談下さい。 

 

3．その他 

  ・主任技術者届又は監理技術者の兼務を届出する場合において、今回の改正により非専任の主任技 

   術者を配置する工事の発注担当課へも兼任の届出が必要となりました。なお、その旨は各様式に 

注記を記載しています。 

 

                      ■お問い合わせ先 

                       【現場代理人に関すること】 

                          財務課契約係  （電話）022-304-0012 

 

                         【主任・監理技術者、様式に関すること】 

計画課技術管理係（電話）022-304-0031 











✕

新設制度

※詳細は「仙台市水道局発注工事の現場代理人、主任技術者等の兼務等について」（R070201以降適用）」をご確認ください。





✕

※詳細は「仙台市水道局発注工事の現場代理人、主任技術者等の兼務等について」（R070201以降適用）」をご確認ください。

新設制度 新設制度


